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第４４７回（定例）福崎町議会会議録  

平成２４年１２月７日（金） 

午前９時３０分   開   会 

 

  １．平成２４年１２月７日、第４４７回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １６名  

      １番  北 山 孝 彦       ９番  宮 内 富 夫 

      ２番  牛 尾 雅 一      １０番  釜 坂 道 弘 

      ３番  石 野 光 市      １１番  東 森 修 一 

      ４番  小 林  博      １２番  冨 田 昭 市 

      ５番  志 水 正 幸      １３番  城 谷 英 之 

      ６番  福 永 繁 一      １４番  吉 識 定 和 

      ７番  前 川 裕 量      １５番  高 井 國 年 

      ８番  難 波 靖 通      １６番  松 岡 秀 人 

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  志 水 利 雄  主 査  吉 識 功 二 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  西 川 尚 浩 

    民生参事兼健康福祉課長  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  福 永  聡  税 務 課 長  中 塚 保 彦 

    会 計 管 理 者  高 松 伸 一  住民生活課長補佐  成 田 邦 造 

    ま ち づ く り 課 長  豊 國 明 仁  産 業 課 長  近 藤 博 之 

    下 水 道 課 長  井 上 茂 樹  水 道 課 長  長 澤 茂 弘 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  山 本 欽 也 

 

  １．議事日程  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 議案の上程・議案説明  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    日程第 １ 会議録署名議員の指名  

    日程第 ２ 会期の決定  

    日程第 ３ 諸報告  

    日程第 ４ 議案の上程・議案説明  

 

  １．議案件名  

    報告第１０号  第２３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について  

    報告第１１号  専決処分の承認を求めることについて  
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    議案第５７号  福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について  

    議案第５８号  福崎町町道に設ける道路標識の寸法並びに道路附属物として設置する  

           自動車駐車場及び自転車駐車場の標識に関する条例の制定について  

    議案第５９号  福崎町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定について   

    議案第６０号  福崎町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な町  

           道の構造の基準及び特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定に  

           ついて  

    議案第６１号  福崎町都市公園条例の一部を改正する条例について  

    議案第６２号  福崎町営住宅整備基準条例の制定について  

    議案第６３号  福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ  

           いて  

    議案第６４号  福崎町下水道条例の一部を改正する条例について  

    議案第６５号  福崎町水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条  

           例の制定について  

    議案第６６号  福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条  

           例について  

    議案第６７号  平成２４年度福崎町一般会計補正予算（第５号）について  

    議案第６８号  平成２４年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に  

           ついて  

    議案第６９号  平成２４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい  

           て  

    議案第７０号  平成２４年度福崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に  

           ついて  

    議案第７１号  平成２４年度福崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ  

           いて  

    議案第７２号  平成２４年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について  

    議案第７３号  平成２４年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第１号）について  

    議案第７４号  共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起について  

    議案第７５号  福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の建設工事委託  

           に関する基本協定の一部を変更する協定について  

    発議第 ２号  福崎町議会会議規則の一部を改正する規則について  

    発議第 ３号  福崎町議会委員会条例の一部を改正する条例について  

    発議第 ４号  福崎町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について  

    発議第 ５号  福崎町議会政務調査費の交付に関する規則を廃止する規則について 

    発議第 ６号  福崎町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について  

 

  １．開会及び開議  

 

議 長 皆さん、おはようございます。  

       第４４７回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま  

      す。  

       年の瀬を迎え、何かと心せわしく感じますとともに、寒さが一段と身にしみる 

      きょうこのごろとなりました。  

       さて今月４日には衆議院議員総選挙が公示され、選挙戦が展開されています。  

      その結果は、住民の生活や地方行政にも大きな影響があるものと注目しておると  

      ころでございます。  
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       本日ここに第４４７回福崎町議会定例会が招集されましたところ、議員各位に  

      おかれましては、ご参集を賜り、まことにありがとうございます。  

       さて、本定例会に付議されます案件は、報告２件、議案第５７号から第７５号 

      までの議案１９件、発議５件の計２６件を予定しております。  

       何とぞ議員各位には慎重審議の上、適正妥当なる結論づけが得られますととも 

      に、議事の円滑なる運営につきましても格別のご協力をお願い申し上げまして、  

      本定例会の開会のご挨拶といたします。  

       ただいまの出席議員数は１６名でございます。  

       定足数に達しております。  

       よって、第４４７回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。  

       なお、本定例会に松岡住民生活課長から欠席届が出ております。かわって成田  

      課長補佐が出席しておりますので、報告しておきます。  

       これから、本日の会議を開きます。  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。  

       会議録署名議員の指名は、会議規則第１２０条の規定により議長が指名いたし 

      ます。  

        ３番、石野光市議員  

       １２番、冨田昭市議員  

       以上の両名にお願いいたします。  

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長 日程第２は、会期の決定であります。  

       会期の決定を議題といたします。  

       先日、議会運営委員会を開いて、会期について検討をお願いしたところ、既に 

      皆さんのお手もとに配付しております日程表（案）のとおり、本日から１２月２  

      ０日までの１４日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議 長 異議なしと認めます。  

       よって、会期は本日から１２月２０日までの１４日間といたします。  

 

日程第３ 諸報告  

 

議 長 日程第３は、諸報告であります。  

       第４４６回定例会閉会後、本日までの主要事項について、事務局から報告しま 

      す。  

書 記 諸報告をいたします。  

       報告の内容につきましては、お手もとに配付の資料のとおりであります。その  

      中で、主なものを申し上げます。  

       １０月１１日、静岡県長泉町議会文教民生委員会から、食育、家庭の教育及び  

      地域の教育力についての行政視察があり、議長及び総務文教常任委員長が出席し、  

      説明の後、活発な議論がなされました。  

       １０月１２日、議会運営委員会を招集し、議会基本条例について協議を重ねま  
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      した。  

       １０月１９日、市町正副議長研修会が神戸メリケンパークオリエンタルホテル  

      で開催され、議長が出席しました。  

       １０月２３日、町道中島井ノ口線開通式が開催され、議長ほか、産業建設常任  

      委員が出席し、議長が祝辞を述べてまいりました。  

       １１月１６日、福崎町老人グラウンド・ゴルフ大会が町民第１グランドで開催  

      され、議長が出席し、挨拶を述べてまいりました。  

       １１月１８日、老人大学祭が文化センターにおいて開催され、議長が出席し、  

      挨拶を述べてまいりました。  

       １１月２３日、第２３回福崎町自然歩道を歩こう大会が田原小学校で開催され、  

      議長が出席し、挨拶を述べてまいりました。  

        １１月２６日、先日、日本触媒姫路製造所において発生した火災で殉職された  

       消防職員を悼む姫路市消防葬が姫路市文化センターにおいて行われ、議長及び民  

       生常任委員長が出席しました。  

       １２月３日、役場玄関前において福崎町巡回バス「サルビア号」運行再編出発  

      式が開催され、議長ほか、民生常任委員が出席し、議長が祝辞を述べてまいりま  

      した。  

       以上、報告とさせていただきます。  

議 長 また、例月出納検査の報告書及び陳情書が議長あてに提出されており、その写  

      しを配付しておりますので、ごらんください。  

 

日程第４ 議案の上程・議案説明  

 

議 長 日程第４は、議案の上程であります。  

        これから報告第１０号、第２３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につ  

       いてから、発議第６号、福崎町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する  

       条例についてまでの２６件を一括議題といたします。  

       これから町長提案の議案に対する上程の理由を求めてまいります。  

町 長 おはようございます。  

       第４４７回福崎町議会定例会にご出席いただきまして、ありがとうございます。  

       ９月議会から今日までの３カ月間は、激動の時でありました。  

       世界的には、アメリカでオバマ大統領が再選され、中国では新しい代表が決定  

      しました。韓国では代表を決める選挙が行われています。  

       国内では、衆議院議員選挙の最中であります。町内では、町道中島井ノ口線の  

      開通、巡回バス「サルビア号」の再編出発など、大きな出来事がありました。そ  

      して、自治基本条例が熱心に検討されています。  

       こうした内外の情勢の中で、今の時代をどう捉えるかは大切な課題であります。  

       衆議院議員選挙の結果がどのようになるかは不明でありますが、私は今の時代  

      は新自由主義攻防の時代と捉えています。  

       今は資本主義の時代であります。そして、その前の時代が封建制時代であった  

      ことは、学校で学んだとおりであります。  

       封建制から資本主義に移行するにあたって、自由主義はブルジョアジーの大き  

      な旗印となりました。  

       政治に参画する自由、営業の自由、住居移動の自由など、さまざまな自由を掲  

      げて、ブルジョアジーとそれを取り巻く人々が団結して封建領主に激しい抵抗闘  

      争を展開しました。そして、資本主義時代をつくり上げたのであります。このよ  
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      うに、自由主義は新しい時代を切り開く理論的支柱でありました。  

       時代は進み、約３００年が経過しようとしています。自由主義が時代をリード  

      する理論であったのに対して、新自由主義は、支配者の地位を獲得したブルジョ  

      アジーが自分たちの地位を維持・強化するために考え出された理論と、私は思っ 

      ております。  

       私は常に、町民の願いは何だろうかと考えます。そして、次の三つの願いに集  

      約されるのではないかと思っております。  

       一つ目は、元気で行動し、病気になったときは安心して医者にかかれることで  

      す。  

       二つ目は、働く場所があって、収入があり、消費する喜びを実感できることで  

      す。  

       三つ目は、社会の中で無視されたりいじめられたり差別されることなく、地域  

      や職場や学校で仲よく集団生活ができることです。突き詰めれば、いのち、くら 

      し、人権がしっかりと守られることを願っていると思います。  

       衆議院議員選挙の結果がどうなろうとも、国も町も、人々のいのち、くらし、 

      人権を守る政治を推進していかなければならないと思っています。新自由主義の  

      理論と行動をどう評価し、どう対処するかは、議案審議や予算編成に影響を与え  

      ると思っております。  

       今議会への提案は、報告２件、議案１９件であります。詳しい説明は副町長、  

      担当課長が行いますので、十分ご審議の上、ご賛同賜りますようお願いを申し上  

      げます。  

       次に、各課の報告をさせていただきます。  

       総務課からは、平成２４年度職員採用試験の第２次試験を１１月７日に実施し  

      ました。一般行政職は６名が受験し、合格１名、補欠合格２名、不合格３名とな  

      りました。保育士、幼稚園教諭は５名が受験し、合格２名、補欠合格２名、不合  

      格１名となりました。また、埋蔵文化財調査員は２名が受験し、１名が合格、補  

      欠合格１名となりました。  

       嘱託臨時職員の募集についてでありますが、町広報紙、区長文書回覧などでお  

      知らせしますが、採用募集受付は平成２５年１月７日から１月１５日まで行いま  

      す。なお、試験日は１月２５日です。  

       選挙管理事務についてですが、解散による衆議院議員総選挙が１２月４日公示、  

      １６日投票の日程で執行されます。１２月３日の有権者は男子７，３８０名、女  

      子８，０５４名、計１万５，４３４名となっております。  

       次に、企画財政課であります。専決処分の承認を求めることについてでありま  

      すが、衆議院議員総選挙事務に必要な経費について、専決処分をさせていただい  

      ております。  

       平成２５年度予算編成については、１１月１５日に平成２５年度予算編成指示  

      会議を開催し、予算編成方針を提示しました。我が国の経済情勢は世界景気の減  

      速や、欧州や中国等対外経済環境をめぐる不確実性が高く、依然として不透明な  

      状況です。また、目まぐるしく変化する国政の動向にも注視する必要があります。  

       平成２５年度の本町財政を概観しますと、歳入、町税は個人住民税では長引く  

      景気低迷に伴う個人所得の減少による減収、法人町民税についてもアジア向け等  

      の輸出の減少などから減収が見込まれるため、町税全体では厳しい収入見込みで  

      す。歳出では、八千種幼児園の建設や福崎駅周辺整備、自治会における自立（律  

      ）のまちづくりの推進、子育て支援施策の継続、国民健康保険事業、介護保険事

業など、社会福祉関係経費や公共下水道事業への繰出も増加が見込まれます。し  
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      かしながら、引き続き福崎町第４次総合計画に掲げる重点施策、諸施策を積極的、  

      総合的に展開していく必要がありますので、平成２５年度予算編成に当たっては、  

      このような現状や見通しを十分踏まえた上で、町民のいのちとくらしを守るとと  

      もに、活力あるまちづくりに取り組むことを基本として、予算編成を進めるよう  

      指示をいたしております。  

       次に、税務課であります。平成２４年分農業所得申告の個別相談を１月９日か 

      ら４日間、文化センター等で行うこととしています。国民健康保険税の納税相談  

      を１月５日から９日までの５日間行います。対象者は２５２名で、期間中４１名  

      の窓口相談がありました。  

       また、滞納整理対策委員会では、関係者によります合同徴収を１１月２０日・  

      ２１日の２日間実施いたしました。町税全般におきましても、年末に向けて電話  

      催告、夜間徴収を実施し、滞納額の減少に努めてまいります。  

       住民生活課からは、消防団非常呼集訓練を１１月４日早朝に実施し、秋季全国 

      火災予防運動に先駆け、町内防火パレードを実施しました。  

       本年も公共施設や自治会等に葉ボタンの配布を行いました。９６の施設、団体  

      に約８，０００本を配布いたしました。  

       第２３回自然歩道を歩こう大会を１１月２３日、東コースで実施し、あいにく  

      の天候ながらも、町内外から８７５人の参加がありました。  

       １２月１日から１２月１０日まで、年末の交通事故防止運動を展開し、各種の  

      キャンペーンを実施しています。  

       当面の行事予定については、１２月２６日から１２月３０日まで消防団年末特  

      別警戒を実施します。また、消防団初出式を来年１月１３日に田原小学校で開催  

      をいたします。また、１月２０日には、町と中播磨県民局が共催で、地域防災講  

      習会を文化センターにて開催をいたします。  

       健康福祉課についてであります。福崎秋まつりにおいては、食育イベントを開  

      催し、小中学生から公募した朝ごはんコンテスト優秀作品の表彰や食育コンサー  

      ト、郷土の食を見直していただく「ひみつのごちそうコーナー」を行い、地域の  

      食文化の魅力を再発見していただきました。  

       また、声優の増岡弘さんによる食育文化講演会も開催をいたしました。  

       介護保険事業では、第５期介護保険事業計画に基づき、福崎西中学校区内で地  

      域密着型サービスを実施する事業者の募集を、来年１月４日から行います。  

       １１月２５日・２６日の２日間、町ぐるみ健診未受診者を対象に、本年２回目  

      の特定健康診査とがん検診を実施し、特定健診は人間ドックも合わせて１，３６  

      ２人が受診されました。受診率は３９．３％となりました。  

       産業課であります。福崎町東部工業団地は、安田運輸の事業拡張並びに阪神住  

      建によるメガソーラーの建設が決定したことにより、全体の土地活用が図られる  

      こととなりました。  

       農地・水保全管理支払交付金は国の予算額が十分確保されず、新規地区の採択  

      に時間を要しましたが、共同活動は継続１６地区、新規５地区、向上活動は継続  

      １２地区、新規３地区でそれぞれ取り組まれています。  

       また、兵庫県農地・水・環境保全推進協議会主催の「みどり豊かなふるさと大  

      賞」において、庄集落ダブルクリーン保全隊が兵庫県知事賞を受賞されました。  

       兵庫県中播磨県民局が推進している、銀の馬車道を生かした連携と交流の地域  

      づくりの一環として、１０月１３日に福崎町観光協会主催で、「銀の馬車道リレ  

      ーイベント・神前山ハイキング」が実施されました。  

       １１月２４日には、福崎町文化センターにおいて「銀の馬車道沿線交流フェス  
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      ティバル」が開催され、農地と水、地域振興などをテーマに講演やパネルディス  

      カッションが行われました。  

       また、１２月１日には、「銀の馬車道ため池ウォーキング」が開催され、長池  

      や春日山キャンプ場を経由する１１キロメートルでウォーキングを楽しみました。  

       本町の特産品もちむぎ麺などを販売、ＰＲするため、もち麦生産組合や福崎町  

      商工会にも協力をいただいて、１０月２０日・２１日には明石公園で開催された  

      兵庫県民農林漁業祭に、また１１月１０日・１１日には、姫路大手前公園を中心  

      に開催された中播磨ふれあいフェスティバル・姫路食博に参加をいたしました。  

       まちづくり課についてであります。長野橋は国道３１２号を補完する幹線道路  

      の要として、また小中学生の通学路として特に重要な役割を担っているため、歩  

      行者の安全性の向上を目指して、橋側に歩道橋設置のため詳細設計を実施してい  

      ます。  

       ＪＲ福崎駅周辺整備は、駅前広場や周辺道路の町の玄関口にふさわしい整備を  

      進めるため、兵庫県やＪＲ西日本など関係機関との協議を進めております。  

       都市計画道路の見直しについては、近年、社会経済状況の大きな変化を受け、  

      長期未着手路線の必要性そのものに変化が生じていると考えられます。そのため、  

      県が示すガイドラインに沿った必要性の検証を進めております。  

       県道三木宍粟線の道路整備は、大貫第２工区の道路拡幅及び南田原交差点改良  

      を、関係者のご理解、ご協力を得ながら、県と協働して事業促進を図ってまいり  

      ます。  

       下水道課についてであります。福崎浄化センターについては面整備の拡大とと  

      もに接続件数が３，０００件を超え、１日当たり流量も３，０００立方メートル  

      を超える状況となってきたので、第３系統処理施設を稼働させ、良好な水質を確  

      保しています。  

       下水道面整備については、西光寺地区、中島地区において、舗装本復旧が１０  

      月、１１月に完了いたしました。面整備工事の西光寺地区は、第３、第４、第５  

      工区で工事を進めています。  

       また、福崎工業団地、企業団地区域の下水道整備を進めるため、現在、測量設  

      計を行っております。  

       雨水幹線整備については、川すそ雨水幹線の上流部において、現在、測量設計  

      調査を行っています。また、川端雨水幹線においては、現在、排水の計画検討を  

      行っているところであります。  

       学校教育課についてであります。（仮称）八千種幼児園建設工事については、  

      建設検討委員会等の意見を聞きながら、設計を進めています。  

       教育委員会事務事業点検評価については、「地方教育行政の組織及び運営に関  

      する法律」に基づき、平成２３年度分の事務事業点検評価を行いました。点検評  

      価については、学識経験者４名の意見を求めて報告書を作成しました。報告書は  

      教育委員会のホームページに公表するとともに、教育行政の充実向上につなげて  

      いきます。  

       児童・生徒の英語力を高めるとともに、国際理解を深めるために、第８回イン  

      グリッシュフェスティバルを１１月４日にエルデホールで開催しました。今年度  

      は各小中学生徒の発表に加えて、新任のＡＬＴ、アメリカアイオワ州立大学から  

      の研修生などによるパフォーマンスを披露しました。  

       社会教育課についてであります。第３９回福崎秋まつりを１１月３日及び４日  

      の２日間にわたり開催をいたしました。１日目の産業祭のほか、２日目には一般  

      募集をしたフリーマーケット、また食育イベントとして実施した各地の生産組合  
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      によるひみつのごちそうコーナーなど、両日とも晴天に恵まれ、たくさんの人出  

      でにぎわいました。  

       老人大学祭は、１１月１７・１８日に文化センターで実施しました。各部の展  

      示と記念講演が行われました。  

       人権フェスティバルを１２月９日、文化センターで開催いたします。本年は、  

      神崎郡民主化推進連絡協議会と共催で、講師に元アナウンサーの桑原征平氏をお  

      招きし、「大震災を経験して」と題して、講演会を実施します。  

       第５回吉識雅夫科学賞の福崎町子ども科学展は、１２月２４日まで町立図書館  

      で開催しております。  

       平成２４年度の成人式を、来年１月１４日にエルデホールで実施いたします。  

      現在、成人式に向け実行委員会で運営等について協議をいたしているところでご  

      ざいます。  

       水道課でありますけれども、水道課では１０月１９日に山崎配水池進入路工事 

      第２工区とその工事に伴う配水管布設工事、及び井ノ口水管橋橋脚耐震工事の入  

      札を行い、進めております。  

       また、福田水源地の高度浄水処理化に向け、用地の測量及び施設の実施計画に  

      着手をいたしているところでございます。  

       以上、各課の報告を行い、冒頭の挨拶とさせていただきたいと思います。どう 

      ぞよろしくお願いを申し上げます。  

議 長 ただいま、町長から上程議案に対する大要の説明が終わりました。  

       これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複  

      数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願いいたします。  

       まず、報告第１０号、第２３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につい  

      て、本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

産 業 課 長 失礼いたします。報告第１０号、第２３期株式会社もちむぎ食品センター決算  

      報告について、ご説明申し上げます。  

       株式会社もちむぎ食品センターは本町が５０％以上を出資している法人である 

      ことから、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりまして、その決算及び  

      事業計画について報告させていただくものでございます。  

       まず、１ページからの事業報告書で概要を申し上げます。  

       今期は、昨年３月に起きた東日本大震災以降落ち込んだ売上が回復せず、特に  

      販売店部門においては、景気低迷による個人消費の落ち込みも相まって、中元、  

      歳暮や贈答品の売上が減少したことから、売上高全体では、前期比約１００万円  

      の伸びにとどまりました。  

       一方、売店においては、もちむぎ商品に特化した店づくりに変更しまして販売 

      促進企画を実施したことなどで、営業利益は前期に比べ改善いたしましたが、約  

      ４８０万円の赤字となりました。  

       町からの借入金に対しましては、契約に基づき１９０万円余り編成したものの、  

      本格的な返済が来期から始まる中、厳しい経営状況が続いております。  

       このような中にありましても、前期から販売強化に取り組んでいるもちむぎ精 

      麦が徐々に浸透して、通販、売店での売上が伸びております。また、もちむぎ精  

      麦、もちむぎ麺、もちむぎ素麺「福の糸」、もちむぎ茶につきまして、兵庫県認  

      証食品「ひょうご推奨ブランド」の認定を受けることができました。今後、この 

      認証ブランドを活用して、さらなるもちむぎ商品の販路拡大につなげていきたい  

      と考えております。  

       今期の総売上高は１億４，８１６万４，４６３円で、予算額に対して１，６８  
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      ３万５，５３７円減となりました。部門別では、販売店部門は売上高５，２５７  

      万４，５５８円で、前期比９５．９９％、売店部門は売上高４，０９０万１，６  

      ２８円、前期比で１０３．１２％で、東日本大震災の影響により減少していた立  

      寄客数が若干回復したことや、月ごとの販売促進企画などで前期売上をカバーし  

      たものの微増という結果となっております。  

       通信販売部門は、売上高１，２５２万３，０４８円、前期比９９．１８％とな 

      りました。中元や歳暮時期以外にも日常使っていただけるもちむぎ精麦を中心と  

      するダイレクトメールを発送いたしまして、徐々にではありますが、もちむぎ精 

      麦の定着が見られるようになってまいりました。  

       レストラン部門は売上高４，２１６万５，２２９円、前期比１０５．１８％で、  

      もちむぎのやかたでのイベント強化や季節御膳などの取り組みから前期を上回る  

      売上となりました。  

       麺製造部門では、兵庫県からの支援を受けまして、工場の課題であった空調設  

      備などの設備投資ができ、もちむぎ素麺「福の糸」の全量内製化の体制が整いま  

      した。  

       以上が、事業報告の概要でございます。  

       次に決算報告をさせていただきます。損益計算書から説明させていただきます  

      ので、６ページをお開き願います。  

       売上高は１億４，８１６万４，４６３円で、前期比では約１０１万円の増とな  

      っております。売上原価は期首棚卸高、商品仕入高、当期製品製造原価の合計が  

      １億２，６７５万８１０円、期末棚卸高を差し引きした売上原価は１億１，８５  

      ０万２１２円で、売上総利益は２，９６６万４，２５１円となり、前期と比較い  

      たしますと、約５００万円の増となっております。  

       一方、販売費及び一般管理費は広告宣伝費から事務職員給与、販売手数料、や 

      かた東側駐車場の地代などで、合計３，４４７万８，３０２円となり、営業利益  

      といたしましては、マイナス４８１万４，０５１円で、前期と比較いたしますと  

      約５５７万円改善はしたものの、２期連続の大幅な赤字決算となっております。  

       次は、７ページでございます。  

       営業外損益の部でありますが、営業外収益は普通預金利息、金融機関への出資  

      に係る配当金、雑収入は町からのもち麦生産奨励補助金などで、合計１３３万７，  

      ４８２円。営業外費用は金融機関からの借入に対する利息２万５，４８０円で、  

      差し引きいたしますと経常利益は３５０万２，０４９円の赤字となりました。  

       次に、特別損益の部でございますが、特別利益は再建計画に基づく役員負担金  

      １０万円で、当期利益はマイナス３５８万７，０４０円、前期繰越損失を合わせ  

      まして、当期未処理損失は１億１，２３１万２，８７６円となりました。  

       次は、８ページをお開きください。  

       売上原価に係る製造原価報告書でございます。材料は期首原材料棚卸高、原材  

      料及び補助材料仕入高の合計から期末原材料棚卸高を差し引いて３，２１７万２，  

      ４３７円。労務費はレストラン、売店、麺工場、配送等に係る人件費で３，９２  

      ４万２，１３１円。外注加工費は素麺、即席麺、カステラ、冷凍麺などの外注加  

      工費でありまして、１，８０６万９，７２８円。製造経費は水道光熱費や宅配便  

      送料、商品仕入代などで２，０９０万７，６６０円。総製造費用並びに当期製品  

      製造原価は１億１，０３９万１，９５６円となりました。前期と比較いたします  

      と、労務費が約２１５万円の増、外注加工費が約２０６万円の増、製造経費が約 

      ４４万円の増となったことによりまして、当期製品製造原価では約４７３万円の  

      増となっております。  
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       次、９ページは損失金処理計算書でございますが、当期未処理損失１億１，２  

      ３１万２，８７６円でございまして、積立金はございませんので、その全額が次  

      期繰越損失となっております。  

       次は、４ページにお戻りいただきまして、貸借対照表について説明を申し上げ  

      ます。  

       まず、資産の部。流動資産は現金及び預金から前払費用まで合わせまして、３，  

      ８９５万４，１７１円。固定資産は建物、機械装置、工具器具備品といった有形  

      固定資産、並びに電話加入権、金融機関への出資金、販売店への差入保証金で合  

      計２６０万３，１７９円。資産の部合計は４，１５５万７，３５０円で、前期比  

      では約５４６万円の減少となっておりまして、特に現金及び預金が約８２０万円  

      減少しております。  

       ５ページをお開きください。  

       負債の部では、流動負債が買掛金から法人税等充当金までで９８７万２２６円。  

      固定負債は町からの借入金で、今期は１９２万３，６８７円返済したことにより  

      まして、１億１，４００万円となっております。負債の部合計は１億２，３８７  

      万２２６円でございます。  

       資本の部は、資本金が３，０００万円。利益剰余金は当期未処理損失が１億１，  

      ２３１万２，８７６円でありますので、資本の部合計ではマイナス８，２３１万  

      ２，８７６円。負債及び資本の合計は４，１５５万７，３５０円という状況でご  

      ざいます。  

       次に、１０ページから１３ページに監査報告を添付しております。内容につき  

      ましては後ほどお目通しをいただきたいと思いますが、監査意見といたしまして、  

      当面の打開策を２点指摘されております。  

       まず１点は、「営業利益、経常利益、売上実績が実施計画予算とかけ離れてい  

      る。借入金を返済するためには最低ラインが必然的に決まってくるというものの、  

      実現不可能な予算設定は具体性に欠け、社員の士気高揚が難しいことから、第２  

      ４期実施計画書予算は実現性の高い予算とするとともに、会社としての経営改善  

      努力は当然のことながら、経営状況、経営能力等も把握した上で、町補助金の追  

      加など公共的な支援を町に要望するように求める。」  

       また２点目は、「流動資産の現金及び預金が、今期末約６１０万円と、前期末  

      から約８２０万円の減という状況で、第２４期も大きな改善は見込めないことか  

      ら、平成２５年１月期限の６００万円の返済は、会社経営の継続を前提とした場 

      合には不可能に近いため、町に返済期限の延長を要望することを求める」という 

      内容でございます。  

       この監査意見のとおり、株式会社もちむぎ食品センターといたしましても、町 

      からの借入金返済期日の延期並びに町からの追加支援が必要不可欠であるとの判  

      断から、町宛てに支援要請を文書で提出をしております。  

       次に、第２４期実施計画書について、ご説明を申し上げます。  

       １５ページをお開きください。  

       第２４期の実施計画の策定に当たりましては、２３期における反省点や監査報  

      告も踏まえて、作成いたしました。  

       まず、売上目標でありますが、全体では現下の社会経済情勢や消費者動向を勘  

      案いたしますと、大きな伸びは見込みませんが、売上増を図るための最大限の努  

      力をする必要がございますし、２３期実績に対しまして約３％増の１億５，３０  

      ０万円と設定をいたしました。  

       一方、販売費・一般管理費並びに製造費では、素麺の自社製造にめどがついた  
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      ことから、外注費を抑制したり、平日営業時間の見直しやパート社員の勤務体系  

      を見直すことなどで、それぞれ約４％削減することによって、営業利益を８０万  

      円確保する計画としております。  

       具体的な経営改善に向けての取り組みといたしましては、経費節減対策として、  

      まず、レストランは平日夜間の来客が非常に少ないことから、平日夜間は原則閉  

      店をいたしまして、団体予約のみ受け入れることとして、１月から実施しまして、  

      人件費や光熱費の節減を図ります。また、レストランメニューにつきましても、  

      売れ筋を中心にメニュー数を絞り込むことによって厨房の効率を向上させるなど  

      の見直しを検討いたします。パート勤務につきましても、レストランへの配置人  

      数の見直しや、水曜日は売店のみ営業しておりますが、パート社員での対応から  

      総務課正社員の対応に切りかえることによって、パート勤務の人件費を抑制して 

      いきます。  

       売上増を図るための営業面では、販売店対策といたしまして、委託販売からの  

      転換により利益を確保することや、月別重点商品の取り組み強化によって売上増  

      を図ってまいります。また、町内での各種イベントなどへの出張販売の展開です  

      とか、町民にもっと身近な特産品となるよう、もちむぎ精麦をＰＲするとともに、  

      より安くもちむぎ商品を提供できるよう検討してまいります。  

       もち麦は食物繊維であるベータグルカンを多く含んでおりまして、これが健康  

      にもよい働きをするということをもっとＰＲしながら、販売促進を図ってまいり   

      ます。さらに、もちむぎ麺、もちむぎ素麺、もちむぎ茶、精麦については、ひょ 

      うご推奨ブランドに認定をされたところでございます。この推奨ブランドを生か  

      して、消費者に安心感をＰＲしながら、積極的な商取引にも取り組んでいきたい  

      と考えております。  

       なお、もちむぎ食品センターからの支援要請がございます、町からの無利子貸  

      付金の返済期日の延期につきましては、町としても受け入れざるを得ないものと  

      考えまして、一般会計補正予算において返済金収入の減額を計上しております。  

       一方、もちむぎ食品センターは一企業とはいうものの、福崎町の特産品もち麦 

      を取り扱う唯一の会社でございます。福崎町の特産品の普及促進という観点から  

      も、町として可能な限りのバックアップをしていく必要があると考えておりまし  

      て、辻川界隈全体の中での活用している事業、また東京のアンテナショップへの  

      出店料など、公益性や特産品のＰＲといった観点から、町の２５年度予算編成の  

      中で助成を検討していきたいと考えておりますので、ご理解いただきますよう、  

      よろしくお願いをいたします。  

       以上が、第２３期決算報告、決算及び第２４期事業計画の概要でございます。  

       なお、決算に係る詳細資料につきましては、議会事務局に備えつけております  

      ので、ご参照ください。  

       以上、報告第１０号の説明とさせていただきます。  

議 長 報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて、本案に対する詳細なる  

      説明を担当課長から求めます。  

企画財政課長 失礼いたします。報告第１１号についてご説明を申し上げます。  

       今回の専決につきましては、町長が提案説明で申し上げたとおりでございまし  

      て、１１月１６日、衆議院の解散により、公職選挙法に基づき、１２月４日公示、  

      １２月１６日投票日の日程に対し、選挙事務の準備等が必要なことから、やむを  

      得ず専決をさせていただいたものであります。  

       専決内容につきましては、次ページの専決処分書によるもので、１１月１６日  

      付で平成２４年度福崎町一般会計補正予算（第４号）を定めるものであります。  
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       補正内容につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９ 

      ８０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を７１億８，５２０万円とする  

      ものであります。  

       第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書によりご説明を申し  

      上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

企画財政課長 以上、報告１１号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  

議 長 次、議案第５７号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、本案  

      に対する詳細なる説明を副町長から求めます。  

副 町 長 議案第５７号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、ご説明申  

      し上げます。  

       固定資産評価審査委員会委員の選任は、地方税法第４２３条に基づくものであ  

      り、町の住民、町税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有す 

      るもののうちから、議会の同意を得て町長が選任するものと定められています。  

      委員の定数は３名で、任期は３年であります。  

       固定資産評価審査委員会は、地方自治法第１８０条の５で、市町村に設置しな  

      ければならない執行機関であります。その職務につきましては、固定資産課税台  

      帳に登録された評価額に対する不服申立があった場合に、評価額の審査決定を行  

      います。現委員の内山嗣隆氏が１２月１９日に任期満了となり退任されるに当た  

      り、新たに尾上定信氏の選任をお願いするものでございます。  

       それでは、尾上定信氏の経歴等を説明させていただきます。住所は、兵庫県神  

      崎郡福崎町大貫４５番地、生年月日は、昭和２３年５月２０日生まれの、現在６ 

      ４歳でございます。昭和４２年３月に兵庫県立福崎高等学校を卒業されています。  

       職歴といたしましては、昭和４２年４月に日本電信電話公社に入社され、各支  

      店等の課長を経て、平成９年３月にＮＴＴ物流サービス株式会社神戸店、店長に  

      就任。平成１１年３月に日本電信電話株式会社を退職され、平成１５年から庭工 

      房おのえを経営されています。  

       役職歴といたしましては、平成１３年１月から１０年間、南大貫区の協議員と  

      して地域行政に携わってこられました。尾上氏は地域住民の代表として、固定資  

      産評価審査委員に適任であり、選任をお願いするものでございます。  

       議案第５７号説明資料１ページに、「私の抱負」と任期表をお示ししておりま  

      すので、ご参照ください。  

       以上で、議案第５７号の説明を終わらせていただきます。ご賛同賜り、ご承認  

      くださいますよう、よろしくお願いいたします。  

議 長 次、議案第５８号、福崎町町道に設ける道路標識の寸法並びに道路附属物とし  

      て設置する自動車駐車場及び自転車駐車場の標識に関する条例の制定について、  

      議案第５９号、福崎町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定について、議  

      案第６０号、福崎町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な  

      町道の構造の基準及び特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について、  

      及び議案第６１号、福崎町都市公園条例の一部を改正する条例について、各案に  

      対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

まちづくり課長 失礼いたします。議案第５８号、福崎町町道に設ける道路標識の寸法並びに道  

      路附属物として設置する自動車駐車場及び自転車駐車場の標識に関する条例の制  

      定について、ご説明いたします。  

       議案第５８号説明資料をごらんください。  

       １ページに概要をお示ししております。  
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       今回の条例制定は、地域主権改革一括法における第１次一括法により、道路法  

      第４５条第３項が追加になったこと、また、第２次一括法により、道路法第２４  

      条の３が改正されたことによる条例制定でございます。  

       道路法第４５条第３項は、市町道に設ける道路標識については内閣府令・国土 

      交通省令を参酌して、道路管理者である地方公共団体の条例で定めるとされてい  

      ます。また、道路標識の寸法については、道路標識、区画線及び道路標示に関す  

      る命令――通称、「標識令」と言われております、この第３条の２で参酌基準が  

      定められています。案内標識及び道路標識については、その性質上、広域的な秩  

      序の維持を確保しなければならないものであり、安全で円滑な道路交通を維持す  

      るため、基準どおりの条例制定をしています。  

       道路法第２４条の３では、「道路管理者は駐車料金を徴収する自動車駐車場ま  

      たは自転車駐車場について、利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設け  

      なければならない」と定めており、交通広場にある自動車駐車場及び自転車駐車  

      場が該当施設となるため、条例制定をするものでございます。  

       議案資料２ページに、条例制定案をお示ししています。  

       左から、条例案、続いて参酌基準からの変更点、右側に、参酌すべき基準とし  

      て比較用でお示ししております。また、条例案第２条で定めている別表第２は議 

      会備付資料としておりますので、ご参照をお願いいたします。  

       以上で、議案第５８号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第５９号、福崎町町道の構造の技術的基準に関する条例の制  

      定について、ご説明いたします。  

       議案第５９号説明資料をごらんください。  

       １ページに概要をお示ししています。  

       今回の条例制定につきましては、地域主権改革一括法における第１次一括法に  

      より、道路法第３０条が改正されたことによる条例制定でございます。  

       道路法第３０条は、政令で定めていた道路の構造の基準を、政令で定める技術 

      的基準――道路構造令を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の  

      条例で定めると改正されています。道路を新築し、または改築する場合における  

      参酌すべき一般的、技術的基準を定めているものです。  

       条例制定に当たって、町の考え方としては、概要の右側にお示ししていると  

      おり、道路区分の「第一種及び第二種の道路」並びに「第三種第一級の道路」、 

      「設計速度時速６０キロメートルを超える道路」は福崎町の道路に該当がないこ  

      とから、参酌基準から省き、条例制定をしています。また、路面電車に係る事項 

      は、町内に路面電車を整備するとは考えにくいこと、また、積雪寒冷地域に係る  

      事項については、地域の指定を受けていないため、参酌基準から省き、条例制定  

      をしています。  

       議案資料２ページから１７ページに条例制定案をお示ししています。  

       左側に条例案、続いて参酌基準からの変更点、右側に、参酌すべき基準として  

      比較表をお示ししております。なお、この比較表につきましては、参酌基準どお  

      り制定した条の部分につきましては省略しておりますので、全ての比較表につい  

      ては議会備付資料としておりますので、ご参照をお願いいたします。  

       また、条例案の第５条、２５条、３３条、３９条で規定する規則については、  

      資料１８ページから１９ページに、福崎町町道の構造の技術的基準に関する条例  

      施行規則を案としてお示ししていますので、ご参照ください。  

       以上で、議案第５９号の説明とさせていただきます。  

議 長 説明の途中ではありますが、しばらく休憩いたします。  
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       再開は１０時５０分といたします。  

◇ 

休憩 午前１０時２８分  

再開 午前１０時５０分  

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  

まちづくり課長 続きまして、議案第６０号、福崎町における高齢者、障害者等の移動等の円滑  

      化のために必要な町道の構造の基準及び特定公園施設の設置の基準に関する条例  

      の制定について、ご説明いたします。  

       議案第６０号説明資料をごらんください。  

       １ページに概要をお示ししています。  

       今回の条例制定につきましては、地域主権改革一括法における第２次一括法に  

      より、いわゆるバリアフリー法が改正されたことによるものでございます。  

       バリアフリー法第１０条の改正により、特定道路のうち、町村道の移動円滑化  

      のために必要な道路構造に関する基準は、省令で定める基準を参酌して、道路管  

      理者である地方公共団体の条例で定めることとされました。また、バリアフリー  

      法第１３条の改正により、移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す  

      る基準は、条例で定める基準を参酌して、地方公共団体の条例で定めることとさ  

      れました。  

       概要左側の下に基準適合義務をお示ししております。道路管理者には特定道路  

      を新設または改築する際の適合義務、またその他の道路についても基準への適合  

      に対する努力義務とされています。  

       福崎町では、特定道路に指定されている道路はありませんが、その他の道路の  

      努力義務により、条例制定をするものです。また、公園管理者には特定公園施設  

      を新設、増設または改築をする際の適合義務とされています。  

       福崎町の都市公園としては、市川河川公園及び東部工業団地のイーストパーク  

      が該当施設であるため、条例制定をするものです。それぞれ、省令で定める基準  

      を参酌し、条例制定をしています。  

       議案資料２ページから４ページに、条例制定案をお示ししています。  

       左から条例案、続いて参酌基準からの変更点、右側に参酌すべき基準とした比  

      較表をお示ししています。５９号議案資料と同様に、参酌基準どおりの条につき  

      ましては省略をしておりますので、全ての比較表については、議会備付資料をご  

      参照ください。  

       以上で、議案第６０号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第６１号、福崎町都市公園条例の一部を改正する条例につい  

      て、ご説明いたします。  

       議案第６１号説明資料をごらんください。  

       １ページに概要をお示ししております。  

       この条例改正は、地域主権改革一括法における第２次一括法により、都市公園  

      法が改正されたことによるものです。  

       都市公園法の改正概要は、地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、  

      政令で定める都市公園の設置及び規模に関する技術的基準を参酌して、条例で定  

      める基準に適合するように行うものとされています。  

       福崎町においては、市川河川公園及び福崎町東部工業団地のイーストパークが  

      都市公園に該当します。都市公園の設置基準として、住民１人当たりの都市公園  

      の敷地面積については参酌基準どおり１０平米以上、市街地では５平米以上とし 
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      ています。また、設置及び規模の基準につきましても、概要に示しているとおり、  

      参酌基準どおりとしています。  

       都市公園施設の設置基準は、都市公園の敷地面積に対する割合を定めるもので  

      す。建築率は基本２％以内となっていますが、特例で示す各施設について、右欄  

      に示した率を加えた値まで建築が可能と定めています。条例では、都市公園の配  

      置及び規模に関する技術的基準を条例第１条の２として、都市公園の公園施設の  

      設置基準を第１条の３として追加し、改正しております。  

       議案資料２ページから３ページに、条例改正案をお示ししています。左から、  

      条例改正案、続いて参酌基準からの変更点、右側に参酌すべき基準とし、比較表  

      をお示ししておりますので、ご参照ください。  

       以上で、議案第６１号の説明とさせていただきます。  

       ただいま、説明いたしました４議案の条例制定及び条例改正は、平成２５年４  

      月１日から施行するものです。よろしくご審議いただき、ご賛同を賜りますよう、  

      お願いいたします。  

議 長 次、議案第６２号、福崎町営住宅整備基準条例の制定について及び議案第６３  

      号、福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、  

      両案に対する詳細なる説明を担当課長補佐から求めます。  

住民生活課長補佐 議案第６２号、福崎町営住宅整備基準条例の制定についてご説明させていただ  

      きます。  

       説明資料にて、ご説明させていただきます。  

       １ページです。趣旨でございますが、第１次一括法の施行に伴い、公営住宅法  

      が改正され、公営住宅等の整備基準について条例委任されたため、国土交通省令  

      で定める基準を参酌して、事業主体が条例で定めることとされました。  

       この内容といたしましては、国土交通省が定める参酌すべき基準は平成２３年  

      １２月に公布され、平成２５年３月３１日までに事業主体において条例を制定す  

      ることとなっております。今後、新しく町営住宅を建設する際には、必要な面積、  

      設備などについてどのような基準で整備するかを定めるものであり、本町におき  

      ましても、この参酌基準を基本とする整備基準といたします。  

       この写しは、平成２４年１月に国土交通省住宅局から都道府県に対し、公営住  

      宅等整備基準についての技術的助言の通知でございます。内容は、この条例に際  

      し新たに建設される公営住宅の基準につきましては下記の内容を目安としつつ、  

      気候、風土、住宅事情その他の地域の実情を勘案し、適切な基準を定められたい  

      とあり、技術的助言を示したものとなっております。  

       構造基準としましては、  

       １．公営住宅等整備基準第８条第２項の措置は、「住宅の品質確保の促進等に  

      関する法律」第３条第１項の規定に基づく評価方法基準の等級４または等級３の  

      基準を満たすこと  

       ２．第８条第３項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が等級２の基準を満た 

      すこと  

       ３．第８条第４項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分が等級３の基準を満 

      たすこと  

       ４．第８条第５項の措置は、住宅の給水、排水等の設備に係る配管が等級２の  

      基準を満たすこと  

       ５．第９条第３項の措置は、住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに等級３の基  

      準を満たすこと  

       ６．第１０条の措置は、等級３の基準を満たすこと  
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       ７．第１１条の措置は、等級３の基準を満たすこと  

       となっておりまして、新たに建設される公営住宅の構造上の基準を、本町では  

      同じ内容で規則として定めることといたしました。  

       ２ページは参酌比較表です。左に福崎町営住宅整備基準条例案、中に参酌基準 

      からの変更点、右に公営住宅等整備基準となっており、この基準につきましては、  

      議会事務局に議会資料として備えておりますので、ご確認をお願いいたします。  

       条例の変更案でございますが、趣旨。第１条の「参酌すべき基準」を、条例で  

      「基準を定めるものとする」に改めます。  

       定義。第２条を追加いたしました。  

       附帯施設。第１３条に、「駐車場」を追加しました。その理由は、公営住宅法 

      第２条により、駐車場は入居者の共同の福祉のために必要な施設となっており、  

      建替が済んだ塚本・田尻団地と同様に設置することといたします。  

       委任。構造基準を別途規則で定めるため、追加いたしました。  

       ３ページは、福崎町営住宅整備基準条例施行規則です。さきに述べた、国が示  

      す技術的助言に従い、規則で定めるものです。  

       右の表は、公営住宅整備基準及び町条例施行規則の評価等級等をまとめたもの  

      です。ご確認をお願いいたします。  

       続きまして、議案６３号に移ります。議案第６３号、福崎町営住宅の設置及び  

      管理に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。  

       説明資料にて、ご説明いたします。  

       １ページです。趣旨でございますが、第１次一括法の施行に伴い公営住宅法が  

      改正され、国が全国一律に定めていた公営住宅の入居収入基準について、地方公  

      共団体が地域の実情に応じて条例で定めることとされました。  

       内容としましては、公営住宅法第２３条第１号イまたはロの規定により、町営  

      住宅への入居収入基準を定めるものです。  

       公営住宅の入居収入基準は、二つの範囲が設けられており、まずは高齢者、障  

      がい者、子育て世帯などの一般世帯よりも緩和されている裁量階層と、本来入居  

      資格の所得範囲である本来階層の額が定められています。  

       これまでは政令で定められていましたが、法の一部改正により、入居収入基準  

      額及び裁量階層の範囲について、条例に委任されました。  

       改正案の内容としましては、  

       ①本来階層の入居収入基準につきましては、現行の月収１５万８，０００円を、  

      国の参酌基準で示しているとおり、改正後も現行どおり月収１５万８，０００円  

      とします。  

       ②裁量階層の入居収入基準につきましては、現行の月収２１万４，０００円を、  

      公営住宅法施行令第６条第１項で定められた、月収２５万９，０００円以下で、 

      条例で規定することとなっており、改正後も現行どおり月収２１万４，０００円  

      とします。  

       理由としましては、平成２１年に基準額の改正があり、今回、改定を行うこと  

      は入居者資格の安定性を損なうおそれがあると判断したためでございます。  

       ③裁量階層の対象範囲につきましては、  

       （１）６０歳以上の者  

       （２）障害者で、その障害の程度が国土交通省で定める程度のものがある場合  

       （３）戦傷病者  

       （４）原爆被爆者  

       （５）海外からの引揚者  
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       （６）ハンセン病療養者  

       （７）６０歳以上かつ同居者のいずれもが６０歳以上または１８歳未満の者で  

      ある場合  

       （８）同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合  

      の範囲が条例委任されたため、本町におきましては、（１）から（７）までは同  

      範囲とし、（８）の同居者に「中学校を卒業するまでの者がある場合」に拡充す  

      ることとします。  

       理由としましては、子育て義務教育世帯の経済的負担の軽減を図るためでござ  

      います。  

       ④災害者等の一時避難として利用する場合も、同じく月収２１万４，０００円  

      とします。  

       ２ページは、新旧対照表を添付しております。また、３ページでは条例第６条  

      の関係分を添付しておりますので、ご参照ください。  

       よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願いいたします。  

議 長 次、議案第６４号、福崎町下水道条例の一部を改正する条例について、本案に  

      対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

下 水 道 課 長 失礼いたします。議案第６４号、福崎町下水道条例の一部を改正する条例につ  

      いて、ご説明をさせていただきます。  

       この改正は地域主権改革一括法に基づく条例改正で、内容は、公共下水道の構 

      造の基準、終末処理場の維持管理に関する基準を定めるもので、主な内容は、公  

      共下水道排水施設等の構造については下水道法施行令を参酌しています。終末処  

      理場の維持管理については、下水道法施行令でＯＤ法と一般的な維持管理を規定  

      していますが、福崎浄化センターの膜処理方式は下水道法施行令に規定する沈砂  

      池、急速ろ過方式を採用していないため、下水道法施行令を参酌せずに町独自の  

      基準を規定しました。  

       内容は、改正案第２条の７第１項第２号及び第３号のように、膜処理の生命線  

      である膜の維持管理を徹底し、微細目スクリーンにより異物の混入を防ぎ、膜の  

      損傷等を発生させないように規定しています。  

       議案第６４号資料１ページには、改正の趣旨、概要、参酌基準。２ページには  

      下水道法の抜粋。３ページには町独自の主な条例案、参酌すべき基準。４ページ  

      以降には施行規則案をお示ししております。  

       なお、この条例は平成２５年４月１日から施行するものです。  

       以上、議案第６４号の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、  

      ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

議 長 次、議案第６５号、福崎町水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者  

      に関する条例の制定について、本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めま  

      す。  

水 道 課 長 失礼いたします。議案第６５号、福崎町水道事業に係る布設工事監督者及び水  

      道技術管理者に関する条例を制定する条例について、ご説明申し上げます。  

       資料、議案第６５号の比較表をごらんください。  

       今回の条例制定につきましては、地域主権戦略大綱における第２次一括法の成  

      立、公布を受け、水道法等の資格基準等を条例制定するものであります。  

       資料の左側が今回の条例制定案で、その右側にそれぞれ関係する水道法、施行  

      令、施行規則を比較表としてお示しをしております。  

       資格基準につきましては、水道法等の資格基準を参酌しております。  

       第１条では、第２条では布設工事監督者を配置する工事、第３条では布設工事  
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      監督者の資格、第４条では水道技術管理者の資格を設けております。  

       福崎町で布設工事監督者を配置する工事としては、高度浄水処理施設及び山崎  

      配水池増設工事が予定をされております。  

       附則。この条例は平成２５年４月１日から施行するものであります。  

       以上で、議案第６５号の説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただ  

      き、ご賛同賜りますよう、お願いをいたします。  

議 長 次、議案第６６号、福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を  

      改正する条例について、本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

学校教育課長 失礼いたします。議案第６６号、福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する  

      条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。  

       学童保育は、労働などの事情により昼間、保護者が家庭にいない小学校の児童  

      に対し、放課後や夏休みなど長期休暇中、保護者にかわって保育を行うものです。  

      現在は、福崎小学校の空き教室を利用して学童保育事業を実施しています。この  

      事業をさらに充実させるため、川東地区においても本年度、田原保育所跡地に学  

      童保育園を建設し、平成２５年４月から開園する予定としています。  

       このため、福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を改正し、  

      現在ある福崎町学童保育園を福崎西部学童保育園とし、今年度新たに建設するも 

      のを福崎東部学童保育園として位置づけようとするものです。  

       また、これまで条例において学童保育園を「使用」するという表現をしてきま  

      したが、学童保育園はただ単に施設を使用するものではなく、児童の養育を支援  

      し保育をする事業であり、「入園」とすることが適当であるとの観点から、文言  

      の整理を行い、「使用」を「入園」へ、「使用料」を「保育料等」へ修正を行お  

      うとするものです。  

       なお、この条例は平成２５年４月１日から施行するものです。  

       議案第６６号資料１ページに新旧対照表を、２ページ・３ページに今年度建設  

      予定の福崎東部学童保育園の配置図、平面図等を添付していますので、ご参照く  

      ださい。  

       以上で説明を終わります。よろしくご審議を賜り、ご賛同いただきますよう、  

      お願いします。  

議 長 次、議案第６７号、平成２４年度福崎町一般会計補正予算（第５号）について、  

      本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

企画財政課長 失礼いたします。議案第６７号について、ご説明を申し上げます。  

       平成２４年度福崎町一般会計補正予算（第５号）は、既定の歳入歳出予算の総  

      額に８，６６０万円を追加し、補正後の予算総額を７２億７，１８０万円とする  

      ものです。  

       主な補正内容は、職員の給与改定並びに人事異動等による人件費の増減、障害  

      福祉給付費の増額、保育所入所児童数の増加による保育所費の増額、福崎東中学  

      校体育館改修工事などでございます。  

       それでは、歳入歳出予算につきましては、事項別明細書でご説明を申し上げま  

      す。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

企画財政課長 以上、議案第６７号の説明とさせていただきます。  

       よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

議 長 次、議案第６８号、平成２４年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（  

      第１号）について、及び議案第６９号、平成２４年度福崎町介護保険事業特別会  

      計補正予算（第２号）について、両案に対する詳細なる説明を民生参事から求め  
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      ます。  

民生参事兼健康福祉課長 失礼をいたします。  

       議案第６８号、平成２４年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１  

      号）について、ご説明を申し上げます。  

       今回の補正につきましては、既定の歳入歳出の総額から、歳入歳出それぞれ７  

      ３万８，０００円を減額し、補正後の予算額を２０億２６万２，０００円とする  

      ものでございます。  

       詳細につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       次に、議案第６９号の説明をさせていただきます。  

       平成２４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、説明 

      をいたします。  

       この補正につきましても、議案第６８号と同様、人件費に係るもので、補正の  

      概要につきましては、既定の歳入歳出の総額から、歳入歳出それぞれ２７２万４，  

      ０００円を減額し、補正後の予算額をそれぞれ１３億３，４０７万６，０００円  

      とするものでございます。  

       詳細につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で、説明を終わります。  

       議案第６８号、６９号の２議案について、ご審議を賜りまして、ご賛同を得ま  

      すように、よろしくお願い申し上げます。  

議 長 次、議案第７０号、平成２４年度福崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（  

      第１号）について、及び議案第７１号、平成２４年度福崎町公共下水道事業特別  

      会計補正予算（第１号）について、両案に対する詳細なる説明を担当課長から求  

      めます。  

下 水 道 課 長 失礼いたします。  

       議案第７０号、平成２４年度福崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１  

      号）について、ご説明させていただきます。  

       今回の補正は、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ１７万６，０００  

      円を減額し、総額をそれぞれ２億５，４２２万４，０００円とするものです。  

       第１表、歳入歳出予算補正につきまして、事項別明細書により説明させていた  

      だきます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で、議案第７０号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第７１号、平成２４年度福崎町公共下水道事業特別会計補正  

      予算（第１号）について、ご説明させていただきます。  

       今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５７５万５，  

      ０００円を追加し、総額をそれぞれ１３億５，１８５万５，０００円とするもの  

      です。  

       第１表、歳入歳出予算補正につきまして、事項別明細書により説明させていた  

      だきます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で、議案第７１号の説明とさせていただきます。  

       両議案ともご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

議 長 次、議案第７２号、平成２４年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）につ  

      いて、及び議案第７３号、平成２４年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第  
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      １号）について、両案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

水 道 課 長 失礼します。  

       議案第７２号、平成２４年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について、  

      ご説明いたします。  

       この補正は、職員の人事異動等による人件費等の補正をお願いするもので、第  

      ２条では、予算第３条の収益的支出を４６万７，０００円減額し３億４，０８８  

      万４，０００円に、また第３条では、予算第７条の職員給与費を４６万円減額し 

      ４，９８６万５，０００円にしようとするものであります。  

       内容につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       続きまして、議案第７３号、平成２４年度福崎町工業用水道事業会計補正予算  

      （第１号）について、ご説明申し上げます。  

       この補正は、職員の人事異動等による人件費の補正をお願いするもので、第２  

      条では予算第３条に定めた収益的支出を、１６万９，０００円減額し２，１４３  

      万１，０００円に、また第３条では、予算第６条の職員給与費を１６万７，００  

      ０円減額し、８６３万９，０００円にしようとするものであります。  

       内容につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上、両議案ともよろしくご審議を賜り、ご賛同いただきますよう、よろしく  

      お願い申し上げます。  

議 長 次、議案第７４号、共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起につい  

      て、本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

企画財政課長 失礼いたします。議案第７４号についてご説明申し上げます。  

       本議案は田原幼稚園及び町民第２グラウンドの敷地となっている西田原字西畑  

      １４５８番と１４５９番について、民法第１６２条の規定による所有権の取得時 

      効を援用して、共有持分移転登記手続請求の訴えを提起するため、議会の議決を  

      お願いするものです。  

       訴えの相手方は登記名義人９７名中４名に係る相続関係人で、総数は７人とな  

      っております。議案の別紙として一覧にお示しをしております。なお、対象とな  

      る登記名義人は議案第７４号資料としてお示しをしておりますので、ご参照くだ  

      さい。  

       本件訴えの提起に係る議案は５回目となります。土地の経緯並びに訴えの提起  

      に至った理由につきましては、平成２３年６月議会での説明のとおりであります。  

       登記名義人４名のうち、３名は裁判所や法務局との協議によりまして公示送達  

      等により手続を行うことが可能となったため、議決をお願いするものです。また、  

      そのうち１名については、調査によりまして相続人の追加が必要となったため、  

      再議決をいただくものです。  

       本件によりまして、登記名義人のうち９６名に係る相続関係人に対して訴えを  

      提起することになりますが、残る登記名義人１名につきましては、相続人がいな  

      いという特殊な状況にありますので、手続等について今後、関係機関と協議をし  

      ながら進めてまいります。  

       以上、議案第７４号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛  

      同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

議 長 次、議案第７５号、福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の建  

      設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定について、本案に対する詳細 

      なる説明を担当課長から求めます。  
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下 水 道 課 長 失礼いたします。  

       議案第７５号、福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の建設工 

      事委託に関する基本協定の一部を変更する協定について、ご説明させていただき  

      ます。  

       この議案は、福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の工事で、  

      水処理施設３、４系列の稼働に対応するための機械設備及び電機設備の増設工事  

      について、工事が完了する見込みとなりましたので、平成２３年６月２０日付で  

      日本下水道事業団との間で締結した建設工事委託に関する基本協定を変更するた  

      め、規定により議会の議決を求めるものでございます。  

       規定の契約金額から４，３８０万円を減額し、変更後の契約金額を２億５，０  

      ２０万円とするものです。  

       変更の理由は、入札による減によるものです。  

       議案第７５号の資料、１ページに変更の協定書案、２・３ページに当初の協定  

      書をお示ししております。４ページは浄化センターの施設配置図で、網掛け部分  

      が今回協定の汚泥処理施設でございます。  

       以上で、議案第７５号の説明とさせていただきます。  

       よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

議 長 次、発議第２号、福崎町議会会議規則の一部を改正する規則について、発議第  

      ３号、福崎町議会委員会条例の一部を改正する条例について、発議第４号、福崎  

      町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について、及び発議第５号、福崎町  

      議会政務調査費の交付に関する規則を廃止する規則について、各案に対する詳細  

      なる説明を議会運営委員長から求めます。  

議会運営委員長 失礼いたします。  

       提出者であります議会運営委員会を代表して、私から、発議第２号から第５号  

      までを一括で提案説明させていただきます。  

       いずれも、９月５日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、これ  

      に伴い所要の改正、制定または廃止する必要があるため、議案上程をするもので  

      ございます。  

       発議第２号につきましては、条例公布の日から施行される項目と、このたび改  

      正されました地方自治法の公布から６カ月以内に施行する項目とがございます。  

       発議第３号・第４号につきましては、このたび改正された地方自治法の公布の  

      日から６カ月以内の、政令で定める日から施行するものでございます。  

       発議第２号、福崎町議会会議規則の一部を改正する規則につきましては、本会  

      議においても公聴会の開催や参考人の招致ができるようになったことから、条文  

      を追加し、改正するものであります。  

       主な内容につきましては、発議第２号資料の新旧対照表により説明いたします。  

       第１条、「議事堂」を「議場」といたします。  

       第９条第３項、「会議の開始は号令で報ずる」を削除いたします。  

       第１３条につきましても、「議事堂」を「議場」とする字句の修正であります。  

       第５０条では、規則ではこれまで発言を議席のみとしていましたが、一般質問  

      については質問席で行っていることから、「議席又は質問席」といたします。  

       第５１条では、実際の運用から、発言の許可を求める際に議席番号を告げなく  

      てもよいことといたします。ここまでは、現状に合わせて条文を改正するという  

      ものでございますので、よろしくお願いいたします。  

       次に、第１１７条からは公聴会に関する規定の追加でございます。  

       １１７条では、公聴会を開こうとするときは議会の議決が必要であること、議  
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      決後にはその場所、案件などを公示することとなっております。  

       第１１８条では、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、文書でその 

      理由及び賛否を議会に申し出ることとなっております。  

       次のページをお願いいたします。  

       第１１９条では、利害関係者及び学識経験者等の公述人に関する規定でありま  

      して、あらかじめ申し出のあったものの中から賛成もしくは反対に偏らないよう、  

      議会において定めることとなっております。  

       第１２０条につきましては、公述人の発言は議長の許可を必要とすること。第 

      １２１条については、我々議員が公述人に対して質疑ができるほか、第１２２条  

      では、公述人は代理人に意見を述べさせたり文書で意見を提示することはできな  

      いこととなっております。  

       第１２３条は参考人に関する規定の追加でありまして、参考人の出席を求める  

      ときは、公聴会を開こうとするときと同じく議会の議決を必要とすること。議決 

      後にはその場所、案件などを通知することとなっております。  

       １２４条以下につきましては、これらに伴う条の繰り下げであります。  

       続きまして、発議第３号、福崎町議会委員会条例の一部を改正する条例につき  

      ましては、常任委員、特別委員の選任等に関する事項が条例に委任されることに  

      なったことから改正するものでございます。  

       主な内容につきましては、発議第３号資料の新旧対照表により説明をいたしま  

      す。  

       第７条に３項を追加するもので、議員は少なくとも一つの常任委員となること  

      や、常任委員、特別委員の選任の時期と在任期間を定めておりますが、当議会に  

      おいてはこの改正に伴う選任手続に変更はなく、これまでどおり議長が本会議に  

      諮って委員を選任することとなります。  

       なお、第２項の「会期の始め」とは、一般選挙後初めて招集された議会、常任  

      委員任期満了後初めて招集された議会の始めということでありまして、議会を招  

      集するごとに選任しなければならないということではありません。  

       続きまして、第４号、福崎町議会政務活動費の交付に関する条例の制定につき  

      ましては、法改正により、これまでの政務調査費の名称が政務活動費と改められ、  

      第２条では経費の範囲について定めるほか、第１０条では、議長がその透明性の  

      確保に努めることとする規定が加えられたことによるもので、この条例の施行に  

      伴い、福崎町議会政務調査費の交付に関する条例は廃止をいたします。  

       なお、地方自治法では経費の範囲が拡大されていますが、当議会においては７  

      月に運用基準の見直しを行ったばかりであることから、これまでどおりの運用と  

      させていただきたく思っております。  

       続きまして、発議第５号、福崎町議会政務調査費の交付に関する規則を廃止す  

      る規則につきましては、政務活動費の交付手続に係る様式等については、新たに  

      規程で定めることになったことから廃止するものでございます。  

       以上で、委員会提案４件の提案説明とさせていただきます。  

       いずれも地方自治法改正に伴う議案でございますので、速やかに可決いただき  

      ますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。  

議 長 次、発議第６号、福崎町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例  

      について、本案に対する詳細なる説明を提出議員から求めます。  

高井國年議員 失礼いたします。  

       ただいま上程されました発議第６号、福崎町議会議員の定数を定める条例の一  

      部を改正する条例について、提案者３名を代表して提案理由を申し上げます。  
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       さきの、いわゆる「平成の大合併」においては、神崎郡内でも合併に進んだ町  

      もありましたが、福崎町は合併しないで単独での町政を歩むことを選びました。  

       それから約５年の間、これまで長い間培われてきた地域コミュニティを土台と  

      し、一人ひとりの方によって自律的に住みよい地域社会の構築を目指した結果、  

      今日においてはこれまで以上により活気ある町になったのではないかと思うとこ  

      ろでございます。  

       町当局においては、嶋田町長を先頭に行財政改革に努められ、平成２０年に起  

      こったリーマン・ショックや昨年３月１１日の東日本大震災により経済情勢が厳  

      しさを増す中においても堅実な財政運営に取り組んでおられましたが、より質の  

      高い住民サービスに取り組むためにも、福崎町はさらなる行財政改革のため、邁  

      進しなければなりません。  

       さて、地方自治体は執行機関の長と議決機関である議会の議員をそれぞれ住民  

      が直接選挙で選出する二元代表制をとっており、執行機関と議会は独立対等の関  

      係に立ち、相互に緊張感を保ちながら協力して自治体運営に当たる責任を有して  

      います。二元代表制の一翼を担っている我々議員も、行財政改革をさらに厳しい  

      目で推進しながら、自らの強い意志で意思を決定し、町民の皆さんに対する行政  

      サービスの質の向上に努めなければなりません。  

       本年５月、議長から議会運営委員長に対し、議会改革について諮問がありまし  

      た。その中で、定数問題についても論議されました。この問題については、全議  

      員にかかわる問題であることから、全議員協議会において協議することが決定さ  

      れ、議論を重ねた結果、定数は現行で据え置くことが確認されました。  

       しかし、表決の日には私は体調が悪く出席することができず、定数適正化に賛  

      成の立場の意思表示をすることができず、残念でありました。また、ほかにも２  

      人の議員が出席されていませんでした。  

       その後、多くの町民の声や同士の議員の意見を聞くにつれ、我々は町民の負託 

      を受けて活動しており、その期待にこたえるためにも問題を先送りし、定数をこ  

      のまま据え置くことが町民の幸せにつながらないのではないかという思いを強く  

      しました。町民の声を聞くことが、負託に応えることであり、行財政改革は町長  

      を初めとする職員だけに委ねるのではなく、議員も痛みを分かち合うべきであり  

      ます。  

       ただ、私は単にその経費を削減することだけが議会改革ではなく、議会自体の  

      活性化や議員の資質を向上させ、それによってさらなる行政サービスの向上につ  

      なげることが本来の目的だと考えています。議員定数の削減はあくまでも議会改  

      革のメニューの一つにすぎません。私は現況の厳しい社会経済情勢や、少子高齢  

      化社会を迎えた現状を見ても、福崎町議会自らが行財政改革と議会改革の推進の  

      ため、福崎町議会議員の定数を削減しようと考えるものです。  

       なお、その人数については、２人を削減して１４人とすることが適正と考えま  

      す。  

       もちろん、議会は議決機関として大きな機能と重要な責務を担っています。議  

      員定数を削減することによって、その機能の行使や責任の遂行、また行政サービ  

      スが停滞することは絶対にあってはならず、さらに向上させることが求められま  

      す。そのためにも、我々議員は今後も一層研さんに務めなければならないと、強  

      く感じています。  

       皆様方もご承知のとおり、政治経済は生き物であります。日々の生活、暮らし  

      の中で常に今を大切に考慮し、子や孫たちの将来を見詰めたよりベターな選択を  

      して、それぞれの立場を鑑み、フロンティア精神にチャレンジしていくことが今  
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      の私たちの課題ではないでしょうか。  

       以上、議員各位のご賛同を得ますよう、心からお願い申し上げ、謹んで発議第 

      ６号の議案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

議 長 以上で、本定例会１日目の日程は全て終了いたしました。  

       本日はこれにて散会することといたします。お疲れさまでございました。  

 

散会 午後０時０３分  

 

議 長 なお、午後１時から全員協議会を開催いたしますので、議員の方は第１委員会  

      室にご参集をお願い申し上げます。  


